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Ｑ
．
町
政
座
談
会
っ
て
な
に
？

　
各
自
治
会
が
主
催
す
る
〝
町
長
と
の
意
見
交
換

会
〟
の
こ
と
を
、
町
の
取
り
扱
い
上
「
町
政
座
談

会
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

各
自
治
会
が
地
域
で
抱
え
る
課
題
等
に
つ
い

て
、
町
長
と
意
見
交
換
な
ど
を
行
う
た
め
に
開
き

ま
す
。
地
区
の
公
民
館
等
を
会
場
に
し
、
町
長
は

じ
め
座
談
会
の
内
容
に
応
じ
た
各
担
当
課
の
課
長

等
が
出
席
し
、
地
域
の
皆
さ
ん
か
ら
の
課
題
・
要

望
等
を
聞
き
、
そ
れ
に
対
す
る
意
見
交
換
を
行
っ

て
い
ま
す
。

Ｑ
．
必
ず
開
催
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
？

　

座
談
会
を
必
ず
開
催
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
毎
年
開
催
し
て
い
る
自
治
会
も
あ
れ
ば
、
２

年
に
１
回
開
催
す
る
自
治
会
、
開
催
し
な
い
自
治

会
も
あ
り
ま
す
。
昨
年
度
は
４
団
体
が
開
催
し
、

計
64
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

地
域
や
団
体
が
抱
え
る
課
題
・
要
望
を
聞
き
に
伺
い
ま
す

地
域
や
団
体
が
抱
え
る
課
題
・
要
望
を
聞
き
に
伺
い
ま
す

町
政
座
談
会
の
受
け
付
け
を
拡
大
し
ま
す

町
政
座
談
会
の
受
け
付
け
を
拡
大
し
ま
す

　
町
は
こ
れ
ま
で
、
各
自
治
会
が
主
催
す
る
町
政
座
談
会
へ
、
町
長
は
じ
め
各
担
当
課
の
課
長
等
が
出
席
し
、
地
域
の
皆
さ
ん
と
意
見
交
換
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
た
び
、
町
政
座
談
会
の
受
け
付
け
対
象
を
拡
大
し
ま
し
た
。
各
地
域
や
団
体
等
で
抱
え
る
課
題
・
要
望
な
ど
に
つ
い
て
町
長
等
と
意
見

交
換
を
行
い
た
い
場
合
は
、
町
政
座
談
会
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
問　
総
務
課
広
報
公
聴
係
（
内
線
２
３
１
９
）

これからの町政座談会
■対象
自治会等の団体（おおむね 10 人以上）
▶従来は自治会を対象としていましたが、各種団体・サーク
ル等も対象とします。人数はあくまで目安です。

■日時　
事前にご相談ください。公務等により調
整させていただく場合があります。
確認先：総務課広報公聴係（内線 2319）

■場所
主催する団体で確保してください。
■内容　
地域（団体）で抱える課題・要望など
※課題・要望等について、事前に町へその内容を教えていた
だくことで、当日の意見交換が円滑に進みます。

■その他
開催案内（課題・要望事項記載）は２週
間前までに提出してください。

町への開催案内の手順を記載します。なお、必ずこの通りに進めることを指定するものではありません。

【開催予定日の 1 ～ 3 カ月前】
①事前申し込み（団体→町）

【開催日の 2 週間前】
②開催案内（団体→町）

【当日】

▶地域や団体で抱える共通の課題・要望
などがある

▶予定している開催日時・場所について、事前に
相談してください。
▶団体が予定している日時に町長が出席できるか
どうか、公務等の予定を確認し返答します。
相談先：総務課広報公聴係（内線 2319）

▶案内文書（町長宛て）を町に提出してください。
▶案内文書には、開催日時、場所、内容（できる
だけ具体的に記載）、連絡先を記載してください。
※案内文書は任意様式で構いません。上記の内容
が記載されていれば、これまで自治会で使用して
いた様式を変える必要はありません。
提出先：総務課広報公聴係（内線 2319）

▶町長および座談会の内容に応じた担当課長等が
出席します。
▶事前に課題・要望等を具体的（該当箇所など）
に提供いただいた内容については、それに対する
回答を用意して出席します。

■お願い
　皆さんからいただいた意見・要望に
ついて、町から内容の確認やその対応
について回答をするため、できる限り
氏名・連絡先の記載にご協力ください。

申し込み（開催案内）の流れ

▶個人的な意見・要望などがある

▶町長と直接会って意見交換をしたい

①担当課へ直接連絡
　直接担当課へご連絡ください。

③意見箱

　役場庁舎１階エントランス
ホールに「意見箱」を設置して
います。

②ウェブ
　右の二次元バーコー
ドから意見等をお寄せ
ください。町ホーム
ページでも受け付けて
います。
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